
船舶事故調査報告書 

平成３１年３月２０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３０年１０月１４日 ０７時４５分ごろ 

発生場所 高知県高知市高知港南方沖 

高知灯台から真方位１７５°１６.４海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３３°１３.４′ 東経１３３°３６.０′） 

事故の概要  プレジャーボートGatten
ガ ッ テ ン

 maru
マ ル

Ⅱは、南進中、また、プレジャーボ

ート光栄
こうえい

丸は、漂泊中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 平成３０年１０月１９日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ プレジャーボート Gatten maruⅡ、７.９トン 

   ＫＯ２－７１４８（漁船登録番号）、個人所有 

   第２５０－５２９６４号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ プレジャーボート 光栄丸、４.６４トン 

ＫＯ３－２５２４２（漁船登録番号）、個人所有 

   第２８２－５１５７号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首部外板に破口 

Ｂ 左舷船首部外板に亀裂 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、土佐黒潮牧場１２号施設灯付近

で釣りをする目的で、約２４ノットの対地速力で高知港南方沖を南進

していた。 

船長Ａは、フライングブリッジで操船に当っていた際、ＧＰＳプロ

ッターに目的地として設定した施設灯が別の施設灯となっていること

に気付き、同プロッターの目的地変更の操作をしていたところ、突然

衝撃を感じ、Ｂ船と衝突したことを知った。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、高知港南方

沖１０Ｍ付近でシーアンカーを投入し、機関を中立運転として釣りを

行いながら漂泊していた。 

船長Ｂは、釣り糸が絡まったので、同乗者と共に甲板上で、釣り糸

を解く作業をしていたところ、突然衝撃を感じ、Ａ船と衝突したこと

を知った。 

分析 Ａ船は、高知港南方沖を南進中、船長Ａが、ＧＰＳプロッターの操



作に意識を向け、船首方の見張りを適切に行わずに航行を続けたこと

から、前路で漂泊中のＢ船に気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えら

れる。 

Ｂ船は、高知港南方沖で漂泊中、船長Ｂが、釣り糸を解く作業に意

識を向け、周囲の見張りを適切に行っていなかったことから、接近す

るＡ船に気付かず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、高知港南方沖において、Ａ船が南進中、Ｂ船が漂泊中、

船長Ａが、ＧＰＳプロッターの操作に意識を向け、船首方の見張りを

適切に行わずに航行を続け、また、船長Ｂが、釣り糸を解く作業に意

識を向け、周囲の見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突

したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・ＧＰＳプロッター等の機器を操作するときは、操作前に周囲の状

況を確認すること。また、操作に時間を要する場合は、一旦停船

するなどして適切な見張りを行うこと。 

 ・漂泊中であっても、常時、周囲の適切な見張りを行うとともに、

必要に応じて接近する他舶を避けること。  

 


